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 三菱地所株式会社（以下「三菱地所」といいます。）及び株式会社 HOMETACT（以下「HOMETACT」

といいます。）は、三菱地所を吸収分割株式会社、HOMETACT を吸収分割承継株式会社として、

三菱地所がスマートホームサービスの開発、提供等に関する事業（以下「本事業」といいま

す。）に関して有する権利義務を HOMETACT に承継させる吸収分割（効力発生日：2026 年 4

月 1 日）（以下「本件吸収分割」といいます。）を実施することといたしました。 

 本件吸収分割に際して、三菱地所は会社法第 782 条第 1 項及び会社法施行規則第 183 条

に基づき、HOMETACT は会社法第 794 条第 1 項及び会社法施行規則第 192 条に基づき、それ

ぞれ下記のとおり開示いたします。 

 

記 

 

１．吸収分割契約の内容（会社法第 782 条第 1 項第 2 号、第 794 条第 1 項） 

   別紙 1 のとおりであります。 

 

２．分割対価の定めの有無及び相当性に関する事項（会社法施行規則第 183 条第 1 号、第

192 条第 1号） 

   本件吸収分割に際して、HOMETACT は、2026 年 3 月 31 日時点の本事業に係る資産の

帳簿価額から同日時点の本事業に係る負債の帳簿価額を控除した額を 100,000 で除し

た数（小数点以下切上げ）の普通株式を発行し、その全てを分割対価として三菱地所に

割り当て交付いたします。本件吸収分割に際して交付される株式の数については、三菱

地所が HOMETACT の完全親会社であること等を勘案して、三菱地所及び HOMETACT の協

議により決定したものであり、相当であると判断しております。 

   また、本件吸収分割により増加する HOMETACT の資本金及び準備金の額については、

本件吸収分割により HOMETACT が三菱地所から承継する資産及び負債等の諸事情を総合



 

 

的に考慮した上で会社計算規則に基づき決定するものであり、相当であると判断して

おります。 

 

３．会社法第 758 条第 8号に掲げる事項の定めの有無（会社法施行規則第 183 条第 2号、第

192 条第 2号） 

   該当事項はありません。 

 

４．会社法第 758 条第 5号及び第 6号に掲げる事項の定めの有無（会社法施行規則第 183 条

第 3 号、第 192 条第 3 号） 

   該当事項はありません。 

 

５．三菱地所についての次に掲げる事項（会社法施行規則第 183 条第 5 号、第 192 条第 4

号） 

 ⑴ 最終事業年度に係る計算書類等の内容 

    三菱地所は、有価証券報告書提出会社であり、最終事業年度に係る計算書類等につ

いては、「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示シ

ステム（EDINET）」又は三菱地所の下記 Web サイトよりご覧いただけます。 

https://www.mec.co.jp/ir/library/ 

 ⑵ 最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等があるときは、当該

臨時計算書類等の内容 

    該当事項はありません。 

 ⑶ 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の

状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容 

① 自己株式の取得 

三菱地所は、2025 年 5月 12 日開催の取締役会において、会社法第 165 条第 3 項の

規定により読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づき、三菱地所の発行済

普通株式を、2025 年 5月 13 日から 2025 年 11 月 12 日までの間に 60,000,000 株を上

限として取得することを決議し、当該決議に基づき、三菱地所の発行済普通株式

33,605,000 株を取得いたしました。当該取得により、自己株式の額が 99,999 百万円

増加いたしました。 

また、三菱地所は、2026 年 2 月 9 日開催の取締役会において、会社法第 165 条第

3 項の規定により読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づき、三菱地所の発

行済普通株式を、2026 年 2 月 10 日から 2026 年 3 月 31 日までの間に 13,000,000 株

を上限として取得することを決議いたしました。 

② 自己株式の消却 

三菱地所は、取締役会決議による委任に基づく執行役社長の決定により、2025 年

11 月 10 日、会社法第 178 条の規定に基づき、三菱地所の発行済普通株式 33,605,000



 

 

株を 2025 年 11 月 28 日付けで消却することを決定し、同日付けで当該消却の効力が

発生いたしました。当該消却により、資本剰余金の額が 22百万円、利益剰余金の額

が 96,743 百万円、自己株式の額が 96,766 百万円、それぞれ減少しております。 

 

６．HOMETACT についての次に掲げる事項（会社法施行規則第 183 条第 4 号、第 192 条第 6

号） 

 ⑴ 最終事業年度に係る計算書類等（最終事業年度がない場合にあっては、HOMETACT の

成立の日における貸借対照表）の内容 

    別紙 2のとおりであります。 

 ⑵ 最終事業年度の末日（最終事業年度がない場合にあっては、HOMETACT の成立の日）

後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容 

    該当事項はありません。 

 ⑶ 最終事業年度の末日（最終事業年度がない場合にあっては、HOMETACT の成立の日）

後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与

える事象が生じたときは、その内容 

    該当事項はありません。 

 

７．本件吸収分割が効力を生ずる日以後における三菱地所の債務及び HOMETACT の債務の履

行の見込みに関する事項（会社法施行規則第 183 条第 6号、第 192 条第 7号） 

 ⑴ 三菱地所の債務の履行の見込みについて 

    本件吸収分割後における三菱地所の債務については、履行期における履行の確実

性に問題はないものと認識しております。 

 ⑵ HOMETACT の債務の履行の見込みについて 

    本件吸収分割後における HOMETACT の債務については、履行期における履行の確実

性に問題はないものと認識しております。 

 

８．本件吸収分割が効力を生ずる日までの間に、上記事項に変更が生じたときは、変更後の

当該事項（会社法施行規則第 183 条第 7号、第 192 条第 8 号） 

   変更がありましたら、直ちに開示いたします。 

                                      以上 



別紙１









 

 

別紙 2 

 

（単位：円） 

資産の部 純資産の部 

科目 金額 科目 金額 

【流動資産】 

現金及び預金 

【10,000,000】 

10,000,000 

【株主資本】 

資本金 

資本準備金 

【10,000,000】 

5,000,000 

5,000,000 

資産の部合計 10,000,000 純資産の部合計 10,000,000 

 


